
花
と
緑
の
振
興
顧
問

号

外

一�
令

和

三

年

九

月
三
十
日

年
額

三
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

目

次

規

則

○
岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

規

則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
百
九
号

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
各
種
委
員
等
の
報
酬
の
額
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
の
表
岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
館
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
百
十
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

( ) 令和３年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
九
月
三
十
日



岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
四
の
項
第
七
号
中｢

か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
、
第
三
十
五

号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
号｣

を｢

、
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、

第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
号
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五

十
号｣

に
改
め
、
同
項
中
第
六
十
号
を
第
六
十
六
号
と
し
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
を
六

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

33

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
等
を
す
る
こ
と
。

34

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
等
に
つ
い
て
市

町
村
長
と
協
議
す
る
こ
と
。

35

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
県
が
管
理
す
る
道
路
に
つ
い
て
区
間

を
定
め
て
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
指
定
等
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
、
及
び
同
意
す

る
こ
と
。

36

法
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
県
に
代
わ
っ
て
歩
行
者
利
便
増
進

道
路
の
改
築
等
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
、
及
び
同
意
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
四
の
項
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
八
号
を
第
三

十
号
と
し
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
同
項
第
二
十
六
号
中｢
第
四
十
七
条
の
五｣

を｢

第

四
十
七
条
の
十
五｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
中｢

第
四
十
七
条

の
四
第
二
項｣

を｢

第
四
十
七
条
の
十
四
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項

第
二
十
四
号
中｢

第
四
十
七
条
の
四
第
一
項｣

を｢

第
四
十
七
条
の
十
四
第
一
項｣
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
三
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま

で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
三
号
中｢

所
管
警
察
署
長｣

を｢

所
轄
警
察
署
長｣
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

９

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
等
を
す
る
こ
と
。

10

法
第
三
十
三
条
第
三
項(

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り

利
便
増
進
誘
導
区
域
の
指
定
等
に
つ
い
て
所
轄
警
察
署
長
と
協
議
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
土
木
事
務
所
長
の
部
四
の
項
第
二

十
四
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
道
路
建
設
課
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
七
十
六
条｣

を｢

第
七
十

六
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
道
路
維
持
課
の
表
一
の
項
中｢

昭
和
二
十
七
年
省
令
第
二
十
五
号｣

を｢

昭
和
二
十
七
年

建
設
省
令
第
二
十
五
号｣

に
改
め
、
同
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号

か
ら
第
九
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

る
。９

法
第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
同
意

10

法
第
四
十
八
条
の
二
十
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
に
係
る
公
示

別
表
第
三
道
路
維
持
課
の
表
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四
号
を
第

五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６

法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
運
行
補
助
施
設
に
係
る
公
示

別
表
第
三
道
路
維
持
課
の
表
一
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４

法
第
三
十
三
条
第
四
項(

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る

利
便
増
進
誘
導
区
域
に
係
る
公
示

別
表
第
四
土
木
事
務
所
及
び
流
域
浄
水
事
務
所
の
部
三
の
項
現
地
機
関
の
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号

中｢

第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項｣

を｢

第
四
十
八
条
の
三
十
七
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年９月30日 ( )２

訓

令

甲



こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
七
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
九
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
土
木
事
務
所
の
表
六
の
項
中｢

昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号｣

の
下
に｢

。
以
下
こ
の

項
中｢

法｣

と
い
う
。｣

を
、｢

昭
和
四
三
年
条
例
第
二
一
号｣
の
下
に｢

。
以
下
こ
の
項
中｢

条
例｣

と
い
う
。｣

を
、｢

昭
和
四
七
年
規
則
第
一
一
八
号｣

の
下
に｢

。
以
下
こ
の
項
中｢

施
行
細
則｣

と
い

う
。｣

を
加
え
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
中｢

第
四
十
七
条
の
五｣
を｢

第
四
十
七
条
の
十

五｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和３年９月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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